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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井板（1）に形成された開口（1a）内に設置される空気調和装置（10）の室内ユニッ
ト（13）のケーシング（26）と搬送通路（76）を介して接続されていて、該ケーシング（
26）内の室内ファン（39）の吸込側に位置するエアフィルタ（40）から除去され且つ上記
搬送通路（76）を介して上記ケーシング（26）外へ排出される塵埃を溜めるための塵埃捕
集箱であって、
　室内側から見て少なくとも一部が上記天井板（1）の開口（1a）よりも外方に位置する
ように天井裏に設けられ、
　上記室内ユニット（13）の室内側パネル（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）
に対応して下面または側面のいずれか一方の面に塵埃回収用の孔部（91a）が設けられ、
　掃除機（95）の先端が前記保守点検用の孔部（27a）を通じて塵埃回収用の孔部（91a）
へ挿入されることによって前記掃除機（95）へ塵埃が回収されるように、前記保守点検用
の孔部（27a）と前記塵埃回収用の孔部（91a）とを対応させていることを特徴とする塵埃
捕集箱。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記塵埃回収用の孔部（91a）には、該孔部（91a）と掃除機（95）の先端との間をシー
ルするシール機構が設けられていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項３】
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　請求項１又は２において、
　上記室内ユニット（13）のケーシング（26）の側方に係止手段（96）を介して取り付け
られていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項４】
　請求項３において、
　上記係止手段は磁石（96）であり、
　上記磁石（96）は金属製の上記ケーシング（26）との当接面上に配設されていることを
特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　上記室内ユニット（13）の室内側パネル（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）
に対し、室内側から見て該孔部（27a）の全体を覆わないように設けられていることを特
徴とする塵埃捕集箱。
【請求項６】
　請求項１又は２において、
　上記天井裏の天井面から支持部材（101）によって吊り支持されていることを特徴とす
る塵埃捕集箱。
【請求項７】
　請求項６において、
　上記天井裏の天井面から上記ケーシング（26）を吊り支持するケーシング支持部材（11
1）によって吊り支持されていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項８】
　請求項１、２、６、７のいずれか一つにおいて、
　側面の下部には、内部の塵埃を取り出すための取出口（100c）が設けられていることを
特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一つにおいて、
　上記搬送通路（76）を構成するフレキシブルダクト（74）によって上記ケーシング（26
）と接続されていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一つにおいて、
　上記搬送通路（76）に接続される塵埃の取込口（90a,100a）と、該塵埃を搬送するため
に用いられる上記室内ファン（39）の吹出空気を外部へ排出する排出口（90b,100b）と、
が設けられていて、
　上記排出口（90b,100b）は、上記取込口（90a,100a）よりも上方に位置していることを
特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　上記排出口（90b,100b）が上面に形成されていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１２】
　請求項１０において、
　上記取込口（100a）及び排出口（100b）は平面視で互いに対向する位置に形成されてい
ることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１３】
　請求項１０において、
　上記排出口（90b,100b）の開口面積は、上記取込口（90a,100a）よりも大きいことを特
徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１４】
　請求項１０において、
　上記排出口（90b,100b）には、開口を覆うように網部材（92）が配設されていることを



(3) JP 5292737 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一つにおいて、
　塵埃の貯留量を確認できるように少なくとも一部が透明な部材（93,103）によって形成
されていることを特徴とする塵埃捕集箱。
【請求項１６】
　ケーシング（26）内に、室内熱交換器（37）と、室内から空気を吸い込んで上記室内熱
交換器（37）へ吹き出す室内ファン（39）と、該室内ファン（39）の吸込側に設けられる
エアフィルタ（40）とを備えた室内ユニット（13）を有する空気調和装置であって、
　上記エアフィルタ（40）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、
　上記塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃を上記ケーシング（26）外に搬送する
塵埃搬送手段（70）と、
　上記ケーシング（26）外に位置し、上記塵埃搬送手段（70）によって搬送される塵埃を
貯留する上記請求項１から１５のいずれか一つの塵埃捕集箱（90,100）と、を備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　上記塵埃捕集箱（90）は、上記搬送通路（76）を構成するフレキシブルダクト（74）に
よって上記ケーシング（26）と接続されていて、
　上記フレキシブルダクト（74）は、上記塵埃捕集箱（90）及びケーシング（26）の少な
くとも一方に対して着脱可能に接続されていることを特徴とする空気調和装置。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　上記フレキシブルダクト（74）の端部には、爪部（123b）が設けられていて、
　上記爪部（123b）は、上記フレキシブルダクト（74）の接続される相手部材に設けられ
た突出部（122a）と係脱可能に構成されていることを特徴とする空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室内ユニット内のエアフィルタから除去した塵埃を貯留する
ための塵埃捕集箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、空気の吸込口にエアフィルタを備えた空気調和装置の室内ユニットにおいて
、エアフィルタに捕捉された塵埃を除去するための除塵除去手段を設けたものが知られて
いる。この種の空気調和装置では、エアフィルタから除去された塵埃が貯留される貯留容
器が室内ユニット内に設けられているため、ユーザーが貯留容器内の塵埃を捨てる場合に
は、ユニットのカバー（グリル等）を外した後、該貯留容器を取り出す必要がある。
【０００３】
　これに対し、例えば特許文献１に開示されるように、上記貯留容器のみを取り外せるよ
うに該貯留容器を上記室内ユニットのケーシング外に配設するとともに、該塵埃除去手段
によってエアフィルタから除去した塵埃を風の流れによって上記貯留容器内に搬送するよ
うな構成が考えられている。こうすることで、ユーザーの手を煩わすことなく、エアフィ
ルタに捕捉された塵埃をケーシング外に排出して、上記貯留容器内に塵埃を貯留し、該貯
留容器内から塵埃を容易に取り出すことができる。
【特許文献１】特開２００５－８３７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１の空気調和装置は、室内ユニットのケーシングの一
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部である室内側パネル上の余ったスペースに貯留容器を配置したものであり、スペースの
関係上、該貯留容器の容積をあまり大きくすることはできない。
【０００５】
　そうすると、室内ユニット内のエアフィルタから除去した塵埃を上記貯留容器内に貯留
するようにしても、該貯留容器内に溜まった塵埃を頻繁に取り出す必要がある。したがっ
て、上述のようにエアフィルタから除去した塵埃を室内ユニットのケーシング外に排出し
たとしても、上記貯留容器内の塵埃を取り出す手間が必要になり、ユーザーにとって煩わ
しい作業となる。
【０００６】
　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、室内ユニ
ット内のエアフィルタから除去された塵埃の貯留構造に工夫を凝らして、ユーザーによる
塵埃の回収の手間をなるべく軽減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る塵埃捕集箱（90）では、室内側から見て、少
なくとも一部が天井板（1）の開口（1a）よりも外方に位置するように設けた。これによ
り、塵埃捕集箱（90）の容積を従来よりも大きくすることが可能になり、塵埃の回収頻度
をできるだけ少なくすることができる。
【０００８】
　具体的には、第１の発明では、天井板（1）に形成された開口（1a）内に設置される空
気調和装置（10）の室内ユニット（13）のケーシング（26）と搬送通路（76）を介して接
続されていて、該ケーシング（26）内の室内ファン（39）の吸込側に位置するエアフィル
タ（40）から除去され且つ上記搬送通路（76）を介して上記ケーシング（26）外へ排出さ
れる塵埃を溜めるための塵埃捕集箱を対象とする。そして、室内側から見て少なくとも一
部が上記天井板（1）の開口（1a）よりも外方に位置するように天井裏に設けられ、掃除
機（95）の先端が前記保守点検用の孔部（27a）を通じて塵埃回収用の孔部（91a）へ挿入
されることによって前記掃除機（95）へ塵埃が回収されるように、前記保守点検用の孔部
（27a）と前記塵埃回収用の孔部（91a）とを対応させているものとする。
【０００９】
　この構成により、室内ユニット（13）内のエアフィルタ（40）から除去された塵埃を貯
留するための塵埃捕集箱（90）は、該室内ユニット（13）のケーシング（26）の大きさや
空きスペースによって容積の制限を受けることがないので、塵埃捕集箱（90）の容積を十
分に大きくして該塵埃捕集箱（90）内の塵埃の回収頻度をできるだけ少なくすることがで
きる。
【００１０】
　また、上記塵埃捕集箱（90）は、上記室内ユニット（13）の室内側パネル（27）に形成
された保守点検用の孔部（27a）に対応して下面または側面のいずれか一方の面に塵埃回
収用の孔部（91a）が設けられ、掃除機（95）の先端が前記保守点検用の孔部（27a）を通
じて塵埃回収用の孔部（91a）へ挿入されることによって前記掃除機（95）へ塵埃が回収
されるように、２つの孔部（27a,91a）を対応させている。
【００１１】
　また、前記塵埃回収用の孔部（91a）には、該孔部（91a）と掃除機（95）の先端との間
をシールするシール機構が設けられている（第２の発明）。
【００１２】
　また、上記塵埃捕集箱（90）は、上記室内ユニット（13）のケーシング（26）の側方に
係止手段（96）を介して取り付けられているものとする（第３の発明）。こうすることで
、上記塵埃捕集箱（90）をケーシング（26）に取り付け固定できるため、該塵埃捕集箱（
90）の取り付けのために天井裏で壁面に対する工事等を行う必要がなくなり、現地での設
置作業を簡単に行うことができる。
【００１３】
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　特に、上記係止手段は磁石（96）であり、上記磁石（96）は金属製の上記ケーシング（
26）との当接面上に配設されているのが好ましい（第４の発明）。これにより、塵埃捕集
箱（90）をケーシング（26）の側方に容易に取り付けることができるとともに、該ケーシ
ング（26）の取付面に多少の凹凸があっても上記塵埃捕集箱（90）を確実に取り付けるこ
とができる。
【００１４】
　上述のような構成において、上記塵埃捕集箱（90）は、上記室内ユニット（13）の室内
側パネル（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）に対し、室内側から見て該孔部（2
7a）の全体を覆わないように設けられているのが好ましい（第５の発明）。
【００１５】
　このように、塵埃捕集箱（90）を、室内側から見て室内側パネル（27）の保守点検用の
孔部（27a）全体と重ならないように配置することで、該孔部（27a）の保守点検孔として
の機能（例えばケーシング（26）の吊り高さの調節等）を損なうことなく、該孔部（27a
）により近い位置に塵埃捕集箱（90）を配置することが可能になる。これにより、室内ユ
ニット（11）の保守点検時の作業性と、上記塵埃捕集箱（90）のメンテナンス（例えば塵
埃回収等）作業性との両立を図ることができる。
【００１６】
　また、上記塵埃捕集箱（90）には、上記室内ユニット（13）の室内側パネル（27）に形
成された保守点検用の孔部（27a）に対応して下面または側面の少なくとも一方の面に塵
埃回収用の孔部（91a）が設けられているのが好ましい（第１の発明）。これにより、上
記塵埃捕集箱（90）を天井裏から取り外すことなく、室内側から掃除機等によって塵埃を
回収することができる。すなわち、室内ユニット（13）の室内側パネル（27）に形成され
た保守点検用の孔部（27a）、及び該孔部（27a）に対応して塵埃捕集箱（90）の下面また
は側面に形成された塵埃回収用の孔部（91a）を介して、該塵埃捕集箱（90）内から塵埃
を回収することができ、塵埃の回収作業性の向上を図れる。
【００１７】
　一方、上記塵埃捕集箱（100）は、上記天井裏の天井面から支持部材（101）によって吊
り支持されていてもよい（第６の発明）。こうすることで、塵埃捕集箱（100）を天井裏
に確実に取り付け固定することができる。
【００１８】
　特に、上記塵埃捕集箱（100）は、上記天井裏の天井面から上記ケーシング（26）を吊
り支持するケーシング支持部材（111）によって吊り支持されているのが好ましい（第６
の発明）。これにより、上記塵埃捕集箱（100）を天井裏に吊り支持するために、専用の
支持部材を設けることなく、室内ユニット（13）のケーシング（26）を吊り支持する支持
部材（111）と共用化できるため、その分、コスト低減及び設置作業の軽減を図れる。
【００１９】
　また、上記塵埃捕集箱（100）の側面の下部には、内部の塵埃を取り出すための取出口
（100c）が設けられていてもよい（第８の発明）。この取出口（100c）を側面下部に設け
ることで、塵埃捕集箱（100）内に貯留された塵埃を該取出口（100c）から回収すること
ができ、回収作業性の向上を図れる。
【００２０】
　以上の構成において、上記塵埃捕集箱（90,100）は、上記搬送通路（76）を構成するフ
レキシブルダクト（74）によって上記ケーシング（26）と接続されているのが好ましい（
第９の発明）。
【００２１】
　これにより、室内ユニット（13）のケーシング（26）と塵埃捕集箱（90,100）とがダク
ト（74）によって確実に接続される。そして、該室内ユニット（13）のエアフィルタ（40
）で除去された塵埃が、該ダクト（74）の内部を室内ファン（39）の吹出空気によって搬
送され、上記塵埃捕集箱（90,100）内に確実に貯留される。すなわち、上記室内ユニット
（13）のケーシング（26）と塵埃捕集箱（90,100）との位置関係がどのような関係であっ
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ても、また、振動等が加わった場合でも、該室内ユニット（13）のケーシング（26）と塵
埃捕集箱（90,100）との接続状態を上記フレキシブルダクト（74）によって維持すること
ができ、該室内ユニット（13）のケーシング（26）から塵埃捕集箱（90,100）へ塵埃を確
実に搬送することができる。
【００２２】
　また、上記塵埃捕集箱（90,100）には、上記搬送通路（76）に接続される塵埃の取込口
（90a,100a）と、該塵埃を搬送するために用いられる上記室内ファン（39）の吹出空気を
外部へ排出する排出口（90b,100b）と、が設けられていて、上記排出口（90b,100b）は、
上記取込口（90a,100a）よりも上方に位置しているものとする（第１０の発明）。
【００２３】
　こうすることで、上記室内ユニット（13）から塵埃捕集箱（90,100）へ塵埃を搬送する
室内ファン（39）の吹出空気は、該塵埃捕集箱（90,100）の取込口（90a,100a）から塵埃
とともに該箱（90,100）内へ流入した後、排出口（90b,100b）から外部へ排出される。こ
のとき、上述のように、上記排出口（90b,100b）を取込口（90a,100a）よりも上方に設け
ることで、該取込口（90a,100a）から流入した空気及び塵埃のうち、重量の重い塵埃のみ
が塵埃捕集箱（90,100）内に残り、空気は該取込口（90a,100a）よりも上方に位置する排
出口（90b,100b）から外部へ排出される。よって、上述の構成により、塵埃貯留箱（90,1
00）内に塵埃を確実に貯留させることができ、該塵埃貯留箱（90,1001）に形成された排
出口（90b,100b）から空気とともに塵埃が外部へ流出するのを防止することができる。
【００２４】
　特に、上記排出口（90b,100b）は塵埃捕集箱（90,100）の上面に形成されているのが好
ましい（第１１の発明）。このように、排出口（90b,100b）を塵埃捕集箱（90,100）の上
面に形成することで、空気の流れとともに塵埃が排出口（90b,100b）から外部へ排出され
るのを確実に防止することができ、塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃をより確実に貯留する
ことができる。
【００２５】
　また、上記取込口（100a）及び排出口（100b）は、平面視で互いに対向する位置に形成
されていてもよい（第１２の発明）。これにより、取込口（90a,100a）から塵埃捕集箱（
90,100）内に進入した室内ファン（39）の吹出空気は、該塵埃捕集箱（90,100）内を通り
抜けて該取込口（90a,100a）と平面視で対向する位置に形成された排出口（90b,100b）か
ら外部へ排出される。したがって、上述の構成にすることで、上記塵埃捕集箱（90,100）
内を空気がスムーズに流れるため、該塵埃捕集箱（90,100）内で塵埃を巻き上げるような
空気の流れが生じるのを防止することができ、該塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃を効率良
く貯留することができる。
【００２６】
　また、上記排出口（90b,100b）の開口面積は、上記取込口（90a,100a）よりも大きいの
が好ましい（第１３の発明）。これにより、空気の出口である排出口（90b,100b）から外
部へ空気を排出しやすくなるため、取込口（90a,100a）から塵埃捕集箱（90,100）内に流
入した空気が該箱（90,100）内で塵埃を巻き上げるような空気の流れを作ることなく、該
塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃を搬送した後、速やかに外部へ排出される。よって、塵埃
捕集箱（90,100）内に塵埃をより効率良く貯留することができる。
【００２７】
　また、上記排出口（90b,100b）には、開口を覆うように網部材（92）が配設されている
のが好ましい（第１４の発明）。こうすることで、排出口（90b,100b）から塵埃捕集箱（
90,100）内に虫やゴミ等が入るのを防止することができ、該塵埃捕集箱（90,100）内に室
内ユニット（13）のエアフィルタ（40）から除去された塵埃のみを貯留することができる
。よって、上記塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃をさらに効率良く貯留することができる。
【００２８】
　また、以上の構成において、上記塵埃捕集箱（90,100）は、塵埃の貯留量を確認できる
ように少なくとも一部が透明な部材（93,103）によって形成されているのが好ましい（第
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１５の発明）。これにより、塵埃捕集箱（90,100）内の塵埃の貯留量を容易に把握するこ
とができ、該塵埃捕集箱（90,100）内の塵埃を適切な時期に回収することが可能となる。
よって、塵埃回収時の作業効率の向上を図れる。
【００２９】
　第１６の発明は、上記第１から第１５の発明のいずれか一つの塵埃捕集箱（90,100）を
備えた空気調和装置（10）に関するものである。
【００３０】
　具体的には、第１６の発明は、ケーシング（26）内に、室内熱交換器（37）と、室内か
ら空気を吸い込んで上記室内熱交換器（37）へ吹き出す室内ファン（39）と、該室内ファ
ン（39）の吸込側に設けられるエアフィルタ（40）とを備えた室内ユニット（13）を有す
る空気調和装置を対象とする。
【００３１】
　そして、上記エアフィルタ（40）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、
上記塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃を上記ケーシング（26）外に搬送する塵
埃搬送手段（70）と、上記ケーシング（26）外に位置し、上記塵埃搬送手段（70）によっ
て搬送される塵埃を貯留する上記請求項１から１５のいずれか一つの塵埃捕集箱（90,100
）と、を備えているものとする。
【００３２】
　この構成により、室内ユニット（13）内のエアフィルタ（40）で捕捉された塵埃は、塵
埃除去手段（50）によって除去された後、塵埃搬送手段（70）によってケーシング（26）
外に搬送されて、上記第１から第１５の発明のいずれか一つの塵埃捕集箱（90,100）内に
貯留される。これにより、上記第１から第１５の発明のような作用を得ることのできる空
気調和装置（10）が得られる。
【００３３】
　上記塵埃捕集箱（90,100）は、上記塵埃通路（76）を構成するフレキシブルダクト（74
）によって上記ケーシング（26）と接続されていて、上記フレキシブルダクト（74）は、
上記塵埃捕集箱（90）及びケーシング（26）の少なくとも一方に対して着脱可能に接続さ
れているのが好ましい（第１７の発明）。
【００３４】
　これにより、上記塵埃捕集箱（90,100）を設置する際やメンテナンスする際に、該塵埃
捕集箱（90,100）やケーシング（26）に対してフレキシブルダクト（74）を容易に着脱す
ることができ、作業性の向上を図れる。
【００３５】
　特に、上記フレキシブルダクト（74）の端部には、爪部（123b）が設けられていて、上
記爪部（123b）は、上記フレキシブルダクト（74）の接続される相手部材に設けられた突
出部（122a）と係脱可能に構成されているのが好ましい（第１８の発明）。これにより、
フレキシブルダクト（74）を塵埃捕集箱（90）やケーシング（26）に対して着脱する際に
は、該フレキシブルダクト（74）の端部の爪部（123b）と接続相手に設けられた突出部（
122a）とを係合若しくは解除させればよいため、該フレキシブルダクト（74）の着脱を容
易に行うことができる。
【発明の効果】
【００３６】
　以上のように、本発明によれば、天井板（1）の開口（1a）内に設置される空気調和装
置（10）の室内ユニット（13）のケーシング（26）に搬送通路（76）を介して接続される
塵埃捕集箱（90）を、室内側から見て少なくとも一部が上記開口（1a）よりも外方に位置
するように天井裏に設けることで、従来のようにケーシング（26）の構成によって制限さ
れることなく、該塵埃捕集箱（90）の容積を十分に大きなものとすることができる。よっ
て、塵埃捕集箱（90）内に貯留される塵埃量をできるだけ多くして、塵埃の回収頻度を少
なくすることができ、これにより、ユーザーのメンテナンス性の向上を図れる。
【００３７】
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　また、第１の発明によれば、塵埃捕集箱（90）の下面または側面には、室内ユニット（
13）の室内側パネル（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）に対応して塵埃回収用
の孔部（91a）が設けられているため、室内側から塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収する
ことができ、塵埃回収時の作業性の向上を図れる。
【００３８】
　また、掃除機（95）の先端が前記保守点検用の孔部（27a）を通じて塵埃回収用の孔部
（91a）へ挿入されることによって前記掃除機（95）へ塵埃が回収されるように、２つの
孔部（27a,91a）を対応させているので、塵埃捕集箱（90）の塵埃を容易に回収すること
ができる。
【００３９】
　また、第２の発明によれば、前記塵埃回収用の孔部（91a）には、該孔部（91a）と掃除
機（95）の先端との間をシールするシール機構を設けるようにしている。
【００４０】
　また、第３の発明によれば、塵埃捕集箱（90）を上記室内ユニット（13）のケーシング
（26）の側方に係止手段（96）を介して取り付けたため、該塵埃捕集箱（90）を天井裏に
容易に設置することができ、設置時の作業性の向上を図れる。特に、第４の発明のように
、上記係止手段として、塵埃捕集箱（90）の当接面に配設される磁石（96）を用いること
で、ケーシング（26）の表面に多少の凹凸があっても該塵埃捕集箱（90）をケーシング（
26）の側方に確実に取り付けることができる。
【００４１】
　また、第５の発明によれば、塵埃捕集箱（90）を、室内ユニット（13）の室内側パネル
（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）に対し、室内側から見て該孔部（27a）の全
体を覆わないように設けたため、該孔部（27a）の室内ユニット（13）の保守点検作業用
の点検孔としての機能を確保しつつ、塵埃捕集箱（90）を上記孔部（27a）からよりアク
セスしやすい位置に配置することが可能になる。
【００４２】
　また、第１の発明によれば、塵埃捕集箱（90）の下面または側面には、室内ユニット（
13）の室内側パネル（27）に形成された保守点検用の孔部（27a）に対応して塵埃回収用
の孔部（91a）が設けられているため、室内側から塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収する
ことができ、塵埃回収時の作業性の向上を図れる。
【００４３】
　また、第６の発明によれば、塵埃捕集箱（100）は、天井裏の天井面から支持部材（101
）によって吊り支持されているため、該塵埃捕集箱（100）を天井裏に確実に設置するこ
とができる。
【００４４】
　また、第７の発明によれば、塵埃捕集箱（100）は、天井裏の天井面から吊り支持され
る室内ユニット（13）のケーシング（26）と共通の支持部材（111）によって吊り支持さ
れるため、塵埃捕集箱専用の支持部材を別途設ける必要がなくなり、その分、コストの低
減及び設置作業の軽減を図れる。
【００４５】
　また、第８の発明によれば、塵埃捕集箱（100）の側面の下部には、塵埃を取り出すた
めの取出口（100c）が設けられているため、該塵埃捕集箱（100）から塵埃を効率良く取
り出すことができ、塵埃の回収作業性の向上を図れる。
【００４６】
　また、第９の発明によれば、塵埃捕集箱（90,100）は、室内ユニット（13）のケーシン
グ（26）とフレキシブルダクト（74）によって接続されていて、該ダクト（74）内を塵埃
が搬送されるように構成されているため、該塵埃捕集箱（90,100）と室内ユニット（13）
とを確実に接続して該室内ユニット（13）から塵埃捕集箱（90,100）内へ塵埃を確実に搬
送することができる。しかも、上述のようにフレキシブルダクト（74）を用いることで、
振動が加わった場合でも、塵埃捕集箱（90,100）と室内ユニット（13）のケーシング（26
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）との接続を確保することができる。
【００４７】
　また、第１０の発明によれば、塵埃捕集箱（90,100）には、塵埃の取込口（90a,100a）
と空気の排出される排出口（90b,100b）とが設けられていて、該排出口（90b,100b）は取
込口（90a,100a）よりも上方に位置しているため、該塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃のみ
を貯留して、排出口（90b,100b）から空気と一緒に塵埃が外部に排出されるのを確実に防
止することができる。
【００４８】
　特に、第１１の発明のように、上記排出口（90b,100b）を塵埃捕集箱（90,100）の上面
に形成することで、該排出口（90b,100b）から塵埃が空気とともに外部へ流出するのを確
実に防止できる一方、第１２の発明のように、上記取込口（901,100a）及び排出口（90b,
100b）を平面視で互いに対向する位置に設けることで、上記塵埃捕集箱（90,100）内の空
気の流れをスムーズにすることができ、該塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃を効率良く貯留
することができる。
【００４９】
　また、第１３の発明によれば、上記排出口（90b,100b）は、取込口（90a,100a）よりも
開口面積が大きいため、塵埃捕集箱（90,100）内を空気がスムーズに流れて該排出口（90
b,100b）から外部へ排出される。よって、該塵埃捕集箱（90,100）内で塵埃を巻き上げる
ような風の流れが生じるのを防止することができ、該塵埃捕集箱（90,100）内に塵埃をよ
り効率良く貯留することができる。
【００５０】
　また、第１４の発明によれば、上記排出口（90b,100b）を覆うように網部材（92）が設
けられているため、該排出口（90b,100b）から塵埃捕集箱（90,100）内に虫やゴミが入る
のを防止することができ、該塵埃捕集箱（90,100）内にさらに効率良く塵埃を貯留するこ
とができる。
【００５１】
　さらに、第１５の発明によれば、塵埃捕集箱（90,100）の少なくとも一部が透明な部材
（93,103）によって形成されているため、該塵埃捕集箱（90,100）内に貯留された塵埃の
量を容易に把握することができ、該塵埃捕集箱（90,100）内から適切な時期に塵埃を回収
することが可能となる。よって、塵埃の回収作業の作業効率の向上を図れる。
【００５２】
　第１６の発明に係る空気調和装置（10）によれば、上記第１から第１５の発明のうちい
ずれか一つの塵埃貯留箱（90,100）を備えているため、該第１から第１５の発明と同様の
効果を得ることができる。
【００５３】
　また、第１７の発明によれば、上記搬送通路（76）を構成するフレキシブルダクト（74
）は、塵埃捕集箱（90）及びケーシング（26）の少なくとも一方に着脱可能に接続されて
いるため、該フレキシブルダクト（74）の着脱を容易に行うことができ、塵埃捕集箱（90
）を設置する際やメンテナンスする際の作業性の向上を図れる。特に、第１８の発明のよ
うに、上記フレキシブルダクト（74）の端部に爪部（123b）を設けて、該爪部（123b）を
接続相手の部材に設けられた突出部（122a）と係脱可能な構成にすることで、上記第１７
の発明の構成を実現でき、該第１７の発明と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の好ましい実施
形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限するこ
とを意図するものではない。
【００５５】
　《実施形態１》
　本実施形態は、本発明に係る塵埃捕集箱（90）を備えた空気調和装置（10）である。こ
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の空気調和装置（10）では、室内ユニット（13）が室内空間の天井に設置される。なお、
以下では、まず本実施形態に係る空気調和装置（10）の構成について説明し、室内ユニッ
ト（13）、塵埃捕集箱（90）の構成について順に説明する。
【００５６】
　〈全体構成〉
　図１に示すように、上記空気調和装置（10）は、室外ユニット（11）と室内ユニット（
13）とを備えている。室外ユニット（11）には、圧縮機（30）、室外熱交換器（35）、膨
張弁（36）、四路切換弁（33）および室外ファン（12）が設けられている。室内ユニット
（13）には、室内熱交換器（37）および室内ファン（39）が設けられている。
【００５７】
　上記室外ユニット（11）において、圧縮機（30）の吐出側は、四路切換弁（33）の第１
ポート（P1）に接続されている。圧縮機（30）の吸入側は、四路切換弁（33）の第３ポー
ト（P3）に接続されている。
【００５８】
　上記室外熱交換器（35）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器と
して構成されている。室外熱交換器（35）の一端は、四路切換弁（33）の第４ポート（P4
）に接続されている。室外熱交換器（35）の他端は、液側閉鎖弁（15）に接続されている
。
【００５９】
　上記室外ファン（12）は、室外熱交換器（35）の近傍に設けられている。室外熱交換器
（35）では、室外ファン（12）によって送られる室外空気と該熱交換器（35）内を流通す
る冷媒との間で熱交換が行われる。室外熱交換器（35）と液側閉鎖弁（15）との間には、
開度可変の膨張弁（36）が設けられている。また、四路切換弁（33）の第２ポート（P2）
はガス側閉鎖弁（16）に接続されている。
【００６０】
　上記四路切換弁（33）は、第１ポート（P1）と第２ポート（P2）とが互いに連通し且つ
第３ポート（P3）と第４ポート（P4）とが互いに連通する第１状態（図１に実線で示す状
態）と、第１ポート（P1）と第４ポート（P4）とが互いに連通し且つ第２ポート（P2）と
第３ポート（P3）とが互いに連通する第２状態（図１に破線で示す状態）とが切り換え可
能になっている。
【００６１】
　この空気調和装置（10）では、四路切換弁（33）が第１状態の場合、暖房運転が行われ
、四路切換弁（33）が第２状態の場合、冷房運転が行われる。暖房運転では、冷媒回路（
18）において、室外熱交換器（35）が蒸発器として機能し且つ室内熱交換器（37）が凝縮
器として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。一方、冷房運転では、冷媒回路（
18）において、室外熱交換器（35）が凝縮器として機能し且つ室内熱交換器（37）が蒸発
器として機能する蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。
【００６２】
　〈室内ユニットの構成〉
　図２に示すように、上記室内ユニット（13）は、ケーシング本体（26）（ケーシング）
と化粧パネル（27）とを有する室内ケーシング（34）を備えている。ケーシング本体（26
）の外には、後述するように、ケーシング本体（26）内のエアフィルタ（40）から除去し
た塵埃を捕集するための塵埃捕集箱（90）が設けられている。また、図３から図５に示す
ように、ケーシング本体（26）内には、室内熱交換器（37）、ドレンパン（38）、室内フ
ァン（39）、エアフィルタ（40）、塵埃除去手段（50）、塵埃貯留容器（60）および塵埃
搬送手段（70）が設けられている。
【００６３】
　上記ケーシング本体（26）は、下側が開放された略直方体の箱状に形成されている。ケ
ーシング本体（26）の内面には、断熱材（17）が積層されている。また、上記ケーシング
本体（26）は、下部が天井板（1）の開口（1a）を挿通した状態で設置されるように、天
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井裏の天井面から吊り支持されている。
【００６４】
　上記化粧パネル（27）は、矩形の板状に形成されている（図６参照）。化粧パネル（27
）の平面視形状は、ケーシング本体（26）の平面視形状よりも一回り大きくなっている。
化粧パネル（27）は、シール部材（19）を間に挟んだ状態でケーシング本体（26）の下側
を覆うように取り付けられる。これにより、上記化粧パネル（27）は、ケーシング本体（
26）に取り付けられた状態で、室内側に露出している。
【００６５】
　図６に示すように、上記化粧パネル（27）には、１つの吸込口（22）と４つの吹出口（
23）とが形成されている。上記吸込口（22）は、化粧パネル（27）の中央部に矩形状に形
成されていて、スリット状の吸込グリル（29）が嵌め込まれている。上記各吹出口（23）
は、化粧パネル（27）の各辺に沿うように細長い矩形状に形成されている。そして、各吹
出口（23）には、風向調整板（23a）が設けられている（図３等参照）。この風向調整板
（23a）は、回動して風向（吹出方向）を調整するように構成されている。
【００６６】
　また、図２にも示すように、上記化粧パネル（27）には、パネルの四隅に三角形状の開
口部（27a,27a,…）が形成されている。この開口部（27a）は、室内ユニット（13）を保
守点検する際、作業員が天井裏にアクセスするために利用される保守点検用の孔部である
。例えば、上記開口部（27a）は、天井裏の天井面から吊り支持されているケーシング本
体（26）の吊り高さを調整する際などに作業者がアクセスするために利用される。そのた
め、通常、上記各開口部（27a）は、取り外し可能なカバー（27b）で覆われている。
【００６７】
　上記室内ファン（39）は、いわゆるターボファンである。図３及び図５に示すように、
室内ファン（39）は、ケーシング本体（26）の中央付近に配置され、吸込口（22）の上側
に位置している。室内ファン（39）は、ファンモータ（39a）と羽根車（39b）とを備えて
いる。ファンモータ（39a）は、ケーシング本体（26）の天板に固定されている。羽根車
（39b）は、ファンモータ（39a）の回転軸に連結されている。室内ファン（39）の下側に
は、吸込口（22）に連通するベルマウス（25）が設けられている。このベルマウス（25）
は、ケーシング本体（26）内において、室内熱交換器（37）の上流側の空間を室内ファン
（39）側と吸込グリル（29）側とに区画している。上記室内ファン（39）は、ベルマウス
（25）を介して下側から吸い込んだ空気を周方向へ吹き出すように構成されている。
【００６８】
　上記室内熱交換器（37）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器と
して構成されている。室内熱交換器（37）は、平面視でロ字状に形成され、室内ファン（
39）を囲むように配置されている。室内熱交換器（37）では、室内ファン（39）によって
送られる室内空気（吹出空気）と該熱交換器（37）内を流通する冷媒との間で熱交換が行
われる。
【００６９】
　上記ドレンパン（38）は、室内熱交換器（37）の下側に設けられている。ドレンパン（
38）は、室内熱交換器（37）において空気中の水分が凝縮して生じるドレン水を受けるた
めのものである。ドレンパン（38）には、ドレン水を排水するためのドレンポンプが設け
られている（図示省略）。ドレンパン（38）は、ドレンポンプを設置した箇所にドレン水
が集まるように勾配がつけられている。
【００７０】
　上記エアフィルタ（40）は、長いシート状に形成され、ベルマウス（25）の下方（入口
側）に配置されている。エアフィルタ（40）は、図７に示すように、平面視矩形状のフィ
ルタ本体（41）と、巻取り部（42）とを備えている。フィルタ本体（41）は、ベルマウス
（25）の入口を覆う大きさに形成され、室内ファン（39）に吸い込まれる室内空気中の塵
埃を捕捉するように構成されている。上記巻取り部（42）は、フィルタ本体（41）の一対
の対向する各辺に接続されるように該フィルタ本体（41）と連続的に設けられていて、後
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述する塵埃除去手段（50）の第１巻取ドラム（53）および第２巻取ドラム（54）に巻き取
られる。また、フィルタ本体（41）の巻取り部（42）が接続されていない各辺（以下、側
辺という。）には、ダンパ用突片（43）および容器用突片（44）が設けられている。上記
ダンパ用突片（43）は、フィルタ本体（41）の端部に設けられている一方、上記容器用突
片（44）は、概ね、側辺全体に亘って設けられている。
【００７１】
　上記塵埃除去手段（50）は、エアフィルタ（40）に捕捉された塵埃を除去するためのも
のである。上記塵埃除去手段（50）は、図３及び図４に示すように、ブラシ部材である回
転ブラシ（51）と、フィルタ移動手段（52）とを備えている。
【００７２】
　上記フィルタ移動手段（52）は、エアフィルタ（40）を所定位置に保持する一方、エア
フィルタ（40）を回転ブラシ（51）に対して往復動させるためのものである。フィルタ移
動手段（52）は、第１巻取ドラム（53）、第２巻取ドラム（54）およびガイドローラ（55
）を備えている。
【００７３】
　上記第１巻取ドラム（53）および第２巻取ドラム（54）は、ベルマウス（25）の下方で
且つその入口よりも外方に配置されている。第１巻取ドラム（53）は図３における右側（
以下、後方側という。）に位置し、第２巻取ドラム（54）は図３における左側（以下、前
方側という。）に位置している。上記巻取ドラム（53,54）は、図４に示す駆動モータ（5
6）によって回転駆動されて、エアフィルタ（40）の巻取り部（42）を巻き取ったり、巻
き戻したりするように構成されている。これにより、エアフィルタ（40）のフィルタ本体
（41）は、前方側または後方側へ移動する。ガイドローラ（55）は、第１巻取ドラム（53
）のやや前方側に配置されている。このガイドローラ（55）は、エアフィルタ（40）の巻
取り部（42）を下から支持すると共に、エアフィルタ（40）の移動に従って回転するよう
に構成されている。
【００７４】
　なお、上記ベルマウス（25）の下面には、該ベルマウス（25）の入口を囲むように形成
された枠状のガイド部材（57）が取り付けられている（図３および図５参照）。このガイ
ド部材（57）は、エアフィルタ（40）の移動を上方からガイドするためのものである。
【００７５】
　上記回転ブラシ（51）は、棒状のシャフト部と、シャフト部の周囲の複数の植毛により
構成されたブラシ部とを備えている。回転ブラシ（51）は、エアフィルタ（40）の下方且
つ前方側に位置付けられるように、後述する塵埃貯留容器（60）のブラシ用開口（62）内
に配置されている。上記回転ブラシ（51）は、フィルタ本体（41）が移動して、ブラシ部
が該フィルタ本体（41）に接触することにより塵埃を除去するよう構成されている。なお
、回転ブラシ（51）は、ガイド部材（57）との間でエアフィルタ（40）を挟み込むような
位置に配置されている。したがって、フィルタ本体（41）が確実に回転ブラシ（51）に押
し付けられるため、塵埃の除去効率を向上することができる。
【００７６】
　上記塵埃貯留容器（60）は、回転ブラシ（51）によって除去された塵埃が一旦貯留され
るものである。塵埃貯留容器（60）は、図８にも示すように、やや細長い直方体状の容器
である。塵埃貯留容器（60）は、エアフィルタ（40）の下方且つ前方側で該エアフィルタ
（40）を横断するように配置されている（図３及び図４参照）。なお、上述したように、
塵埃貯留容器（60）の上面に形成されたブラシ用開口（62）には、回転ブラシ（51）が設
けられている。
【００７７】
　上記塵埃貯留容器（60）には、前方側の面に、上下方向中央部分が円弧状に膨出した円
弧部（61）が形成されている。エアフィルタ（40）は、この円弧部（61）に沿うように折
り返されて、第２巻取ドラム（54）に巻き取られる。また、塵埃貯留容器（60）の幅方向
の端面（以下、側面という。）及び後方側の面（以下、後面という。）には、後述する塵



(13) JP 5292737 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

埃搬送手段（70）のフレキシブル管（73,75）が接続されるダクト用開口（63）がそれぞ
れ形成されている。
【００７８】
　上記塵埃貯留容器（60）は、エアフィルタ（40）の移動に伴い回動するように構成され
ている。具体的には、図９にも示すように、上記塵埃貯留容器（60）には、その長さ方向
に貫通する回動軸（65）が設けられると共に、上面の端部で突出するようにフィルタ作用
部（64）が設けられている。
【００７９】
　そして、上記塵埃貯留容器（60）は、通常運転時には、後方側がスプリング（66）の付
勢力によって上方向に付勢される（図９（ａ）参照）ように構成されている。なお、塵埃
貯留容器（60）の後方側とガイド部材（57）との間にはシール部（図示省略）が設けられ
ていて、上述のように塵埃貯留容器（60）の後方側が上方に付勢された状態で該塵埃貯留
容器（60）の内部と室内ファン（39）の吸込側とが遮断されるようになっている。
【００８０】
　また、上記塵埃貯留容器（60）は、フィルタ清掃時には、エアフィルタ（40）が移動し
てそのエアフィルタ（40）の容器用突片（44）がフィルタ作用部（64）に接触することで
、下向きに押し下げられて回動するように構成されている（図９（ｂ）参照）。この状態
では、上述したシール部が開口し、フィルタ本体（41）が塵埃貯留容器（60）とガイド部
材（57）との間を通過し易くなる。以上のように、回動軸（65）、フィルタ作用部（64）
およびスプリング（66）は、エアフィルタ（40）の移動によって塵埃貯留容器（60）を回
動させる回動機構を構成している。
【００８１】
　上記塵埃搬送手段（70）は、室内ファン（39）の吹出空気を上記塵埃貯留容器（60）へ
導入して、該塵埃貯留容器（60）から塵埃を空気と共にケーシング本体（26）外へ搬送（
排出）するもので、図３から図５に示すように、供給側ダクト（71）および排出側ダクト
（74）を備えている。つまり、この塵埃搬送手段（70）は、室内ファン（39）の吹出空気
を利用して塵埃貯留容器（60）の塵埃をケーシング外まで搬送するように構成されている
。
【００８２】
　上記供給側ダクト（71）および排出側ダクト（74）は、ベルマウス（25）の下側空間に
配置されている。供給側ダクト（71）は、出口端がフレキシブル管（73）を介して塵埃貯
留容器（60）の後面のダクト用開口（63）に接続されている。排出側ダクト（74）は、容
易に変形可能なフレキシブルダクトによって構成されていて、入口端がフレキシブル管（
75）を介して塵埃貯留容器（60）の側面のダクト用開口（63）に接続されている。
【００８３】
　上記供給側ダクト（71）は、入口側開口が室内ファン（39）の配置空間に連通するよう
に構成され、その開口部に開閉自在なダンパ（72）が設けられている。つまり、供給側ダ
クト（71）の入口側開口が室内ファン（39）の吹出側と室内熱交換器（37）との間に位置
している。図４及び図１０に示すように、このダンパ（72）は、エアフィルタ（40）の移
動によって開閉するように構成されている。具体的には、供給側ダクト（71）の内部には
、一端がダンパ（72）の開閉蓋（72a）に取り付けられる開閉用レバー（81）が設けられ
ている。この開閉用レバー（81）は、途中箇所に回動軸（82）を有して、該回動軸（82）
を中心にして回動するように構成されている。開閉用レバー（81）の他端は、供給側ダク
ト（71）の上面の開口孔から出没するフィルタ作用部（81a）になっている。
【００８４】
　つまり、上記供給側ダクト（71）の入口側開口は、室内熱交換器（37）を通過する前の
室内ファン（39）の吹出空気が導入される導入口を構成している。また、上記ダンパ（72
）は、その塵埃搬送手段（70）の導入口を開閉する開閉手段を構成している。
【００８５】
　そして、上記ダンパ（72）は、通常運転時には、開閉用レバー（81）の一端側（ダンパ
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（72）側）がスプリング（83）によって下向きに付勢され、開閉蓋（72a）が閉じられる
ようになっている（図１０（ａ）参照）。これにより、室内ファン（39）の吹出空気は、
供給側ダクト（71）へは流入しない。なお、この状態では、開閉用レバー（81）のフィル
タ作用部（81a）が供給側ダクト（71）の上面開口孔から突出した状態になる。
【００８６】
　また、上記ダンパ（72）は、フィルタ清掃時には、エアフィルタ（40）の移動によって
そのエアフィルタ（40）のダンパ用突片（43）がフィルタ作用部（81a）に接触すること
で、該フィルタ作用部（81a）が供給側ダクト（71）内に没入するようになっている（図
１０（ｂ）参照）。この状態では、開閉用レバー（81）の一端側が上向きに回動して、ダ
ンパ（72）の開閉蓋（72a）が開く。これにより、室内ファン（39）の吹出空気がダンパ
（72）から供給側ダクト（71）へ流入し、塵埃貯留容器（60）へ供給される。
【００８７】
　上記排出側ダクト（74）は、出口端がケーシング本体（26）の側壁を貫通して、図２に
示すように該ケーシング本体（26）の側面に取り付けられた塵埃捕集箱（90）まで延びて
いる。つまり、この排出側ダクト（74）は、塵埃貯留容器（60）に貯留された塵埃を供給
側ダクト（71）の空気と共にケーシング外の塵埃捕集箱（90）に搬送（排出）するように
構成されている。ここで、上記排出側ダクト（74）の内部には、本発明の搬送通路（76）
が構成される。
【００８８】
　〈塵埃捕集箱の構成〉
　上記塵埃捕集箱（90）は、略直方体状の金属製部材であり、上記図２に示すように、平
面視（室内側から見て）で、一部分が上記天井板（1）の開口（1a）よりも外方に位置す
るように配置されている。また、上記塵埃捕集箱（90）は、平面視で上記化粧パネル（27
）のコーナー部に位置する開口部（27a）と重ならない程度に該開口部（27a）に近い位置
に配置されている。これにより、ケーシング本体（26）の吊り高さを調整する際など、上
記開口部（27a）を介して天井裏にアクセスする場合に、上記塵埃捕集箱（90）が邪魔す
るのを防止できるとともに、該開口部（27a）から塵埃捕集箱（90）へのアクセスが容易
になる。
【００８９】
　また、上記塵埃捕集箱（90）の後面（図の右側）には、上記排出側ダクト（74）の他端
と接続されるダクト用開口（90a）（取込口）が形成されている。また、上記塵埃捕集箱
（90）には、その上面に、上記供給側ダクト（71）及び排出側ダクト（74）を介して該塵
埃捕集箱（90）内に導入される室内ファン（39）の吹出空気を天井裏へ排出するための排
出口（90b）が形成されている。なお、本実施形態では、上記塵埃捕集箱（90）の後面に
ダクト用開口（90a）を、上面に排出口（90b）をそれぞれ設けているが、この限りではな
く、例えば後面以外の面にダクト用開口（90b）を設け、上面以外の面に排出口（90b）を
設けていもよい。
【００９０】
　ここで、上記排出口（90b）は、上記ダクト用開口（90a）よりも開口面積が大きくなる
ように形成されていて、該排出口（90b）には、虫やゴミの上記塵埃捕集箱（90）内への
進入を防止するための網部材（92）が設けられている。また、上記塵埃捕集箱（90）の側
面の下部には、透明の部材（例えばガラスやアクリル板など）からなる覗き窓（93）が設
けられていて、該塵埃捕集箱（90）内には抗菌剤や防虫剤が配設されているものとする。
なお、上記塵埃捕集箱（90）全体若しくはその少なくとも一面を透明な部材によって構成
してもよいし、覗き窓（93）の代わりに扉を設け、該扉を開けることによって箱内の塵埃
貯留量を把握できるようにしてもよい。
【００９１】
　また、上記塵埃捕集箱（90）には、上記化粧パネル（27）の開口部（27a）（保守点検
用の孔部）に対応して側面下部に回収口（91）（塵埃回収用の孔部）が形成されている。
そして、上記塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収する際は、上記化粧パネル（27）の開口部
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（27a）を介して上記回収口（91）内に掃除機（95）等を挿入し、該掃除機（95）等によ
って塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収する（図２（ｂ）参照）。すなわち、上記回収口（
91）は、化粧パネル（27）の開口部（27a）から塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収しやす
いような位置（図の例では側面下部）に設けられている。
【００９２】
　なお、上記回収口（91）は、塵埃捕集箱（90）の側面に限らず、該塵埃捕集箱（90）内
から塵埃を回収しやすい位置であれば、底面などに設けるようにしてもよい。また、上記
回収口（91）は、塵埃回収作業時以外で塵埃が流出せずに、且つ掃除機の先端のみが挿通
可能なシール構造を有しているのが好ましい。
【００９３】
　上記塵埃捕集箱（90）は、ケーシング本体（26）の側面に対して、図１２に示すように
、磁石（96）（係止手段）によって取り付けられている。すなわち、上記ケーシング本体
（26）は、金属部材を組み合わせてなり、上記塵埃捕集箱（90）の側面に配設された複数
の磁石（96,96,…）が付着可能なように構成されている。この磁石（96）によって、上記
塵埃捕集箱（90）をケーシング本体（26）の側面に容易に固定することができる。また、
このように、磁石（96）を用いることで、ケーシング本体（26）の側面に多少の凹凸があ
る場合でも塵埃捕集箱（90）を該ケーシング本体（26）の側面に確実に取り付けることが
できる。
【００９４】
　なお、この実施形態では、磁石（96）を用いて上記塵埃捕集箱（90）をケーシング本体
（26）の側面に取り付けるようにしているが、この限りではなく、例えば、接着剤で固定
するようにしてもよいし、塵埃捕集箱（90）及びケーシング本体（26）の少なくとも一方
に突出部を設けて該突出部を他方の部材に係止させたりするなど、他の係止手段を用いて
固定するようにしてもよい。
【００９５】
　以上のように、上記塵埃捕集箱（90）を、平面視で上記天井板（1）の開口（1a）から
外方にはみだすように配置することで、該天井板（1）の開口（1a）やケーシング本体（2
6）の大きさによって制約を受けることなく、容積の大きなものにすることができる。こ
れにより、多量の塵埃を捕集することが可能になり、塵埃捕集箱（90）から塵埃を回収す
る頻度を少なくすることができ、塵埃の回収作業における作業効率の向上を図れる。
【００９６】
　また、上記塵埃捕集箱（90）は、上記ケーシング本体（26）の側面に取り付けられるた
め、該塵埃捕集箱（90）を天井裏で支持するための工事を行う必要がなくなり、設置時の
作業を軽減することができる。
【００９７】
　また、上記塵埃捕集箱（90）内の塵埃は、上記化粧パネル（27）の開口部（27a）及び
塵埃捕集箱（90）の回収口（91）を介して掃除機（95）等で回収することができるため、
天井裏で作業を行うことなく、室内側から塵埃の回収作業を行うことができ、作業性の向
上を図れる。
【００９８】
　また、上述のように、上記排出口（90b）をダクト用開口（90a）よりも上方に設けるこ
とで、室内ファン（39）の吹出空気とともに上記塵埃捕集箱（90）内へ排出される塵埃は
、自身の重量によって下方へ落ちて堆積する一方、吹出空気は、上記排出口（90b）から
天井裏へ排出される。したがって、塵埃が空気とともに排出口（90b）から天井裏へ排出
されるのを防止することができ、上記塵埃捕集箱（90）内に塵埃を効率良く貯留すること
ができる。特に、上述のように、上記排出口（90b）を塵埃捕集箱（90）の上面に形成す
ることで、該排出口（90b）から塵埃が排出されるのをより確実に防止することができる
。
【００９９】
　また、上記排出口（90b）は、ダクト用開口（90a）よりも開口面積が大きいため、該排



(16) JP 5292737 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

出口（90b）の通気抵抗が小さくなって、上記塵埃捕集箱（90）内から空気が排出されや
すくなる。これにより、上記塵埃捕集箱（90）内で空気の流れが乱れて塵埃が舞い上がる
のを防止することができ、該塵埃捕集箱（90）内に塵埃を確実に溜めることができる。
【０１００】
　また、上述のように、上記排出口（90b）に網部材（92）を設けることで、該排出口（9
0b）から虫やゴミが上記塵埃捕集箱（90）内に進入するのを防止することができ、該塵埃
捕集箱（90）内に塵埃をより効率良く貯留することができる。
【０１０１】
　さらに、上記塵埃捕集箱（90）の側面の下部に覗き窓（93）を設けることで、該塵埃捕
集箱（90）内に溜まった塵埃量を外部から容易に把握することができ、該塵埃捕集箱（90
）内の塵埃をより適切な時期に回収することができる。
【０１０２】
　〈フィルタ清掃動作〉
　本実施形態の空気調和装置（10）は、冷暖房を行う通常運転と、エアフィルタ（40）の
清掃を行うフィルタ清掃運転とが切換可能に構成されている。
【０１０３】
　まず、通常運転では、圧縮機（30）、室外ファン（12）および室内ファン（39）が駆動
される。室内ユニット（13）では、室内空気が吸込口（22）から吸い込まれてベルマウス
（25）を通過した後、室内ファン（39）から吹き出される。この吹出空気は、室内熱交換
器（37）の冷媒と熱交換して冷却または加熱された後、各吹出口（23）から室内へ供給さ
れる。
【０１０４】
　図１１（ａ）に示すように、上述した通常運転時において、エアフィルタ（40）は、ベ
ルマウス（25）を覆う所定位置に配置される。したがって、吸込口（22）から吸い込まれ
た室内空気は、ベルマウス（25）に流入する前にエアフィルタ（40）を通過するが、その
際に該エアフィルタ（40）に塵埃が捕捉される。また、供給側ダクト（71）のダンパ（72
）は閉じられており、室内ファン（39）から吹き出される空気が供給側ダクト（71）に流
入することはない。したがって、室内ファン（39）から吹き出された空気の全部が室内熱
交換器（37）へ供給されるので、ファン（39）の運転効率の低下が防止される。
【０１０５】
　次に、フィルタ清掃運転（フィルタ清掃動作）について、図１１（ｂ）～図１１（ｄ）
を参照しながら説明する。フィルタ清掃運転では、エアフィルタ（40）に捕捉された塵埃
を除去する塵埃除去動作と、除去された塵埃をケーシング本体（26）外へ搬送する塵埃搬
送動作が行われる。
【０１０６】
　まず、フィルタ清掃運転では、室内ファン（39）が停止される一方、塵埃除去手段（50
）の２台の駆動モータ（56）が駆動されて、塵埃除去動作が行われる。この状態では、図
１１（ｂ）に示すように、エアフィルタ（40）が第２巻取ドラム（54）に巻き取られて移
動していく。そうすると、エアフィルタ（40）の容器用突片（44）が塵埃貯留容器（60）
のフィルタ作用部（64）に接触し、塵埃貯留容器（60）が下向きに回動する。これにより
、塵埃貯留容器（60）の後方側とガイド部材（57）との間が開口するため、フィルタ本体
（41）は塵埃貯留容器（60）に干渉することなく回転ブラシ（51）とガイド部材（57）と
の間を通過する。なお、上記塵埃貯留容器（60）と供給側ダクト（71）および排出側ダク
ト（74）とは、それぞれフレキシブル管（73,75）で接続されているので、該塵埃貯留容
器（60）の回動動作によって寸断されることはない。
【０１０７】
　上記フィルタ本体（41）は、塵埃貯留容器（60）とガイド部材（57）との間を通過する
際、回転ブラシ（51）によって塵埃が除去される。除去された塵埃は、塵埃貯留容器（60
）内に貯留される。この状態において、ダンパ（72）は閉状態である。そして、フィルタ
本体（41）全体が回転ブラシ（51）を通過すると、自動的に各駆動モータ（56）が逆回転
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してエアフィルタ（40）を巻き戻す（図１１（ｃ）参照）。これにより、エアフィルタ（
40）は第１巻取ドラム（53）に巻き取られる。なお、上述のように駆動モータ（56）の回
転方向が切り換わるまでは、エアフィルタ（40）の容器用突片（44）がフィルタ作用部（
64）に接触し続けるので、塵埃貯留容器（60）は下向きに回動したままの状態である。
【０１０８】
　上記エアフィルタ（40）が巻き戻されて所定位置に戻ると、エアフィルタ（40）の容器
用突片（44）がフィルタ作用部（64）から離隔し、塵埃貯留容器（60）が上向きに回動し
て元の状態に戻る。つまり、塵埃貯留容器（60）の後方側とガイド部材（57）との間がシ
ールされる。そして、エアフィルタ（40）が所定位置に戻ると、室内ファン（39）が再び
駆動されて、塵埃搬送動作が行われる。
【０１０９】
　上記室内ファン（39）が再駆動されると、エアフィルタ（40）がさらに第１巻取ドラム
（53）に巻き取られる。つまり、図１１において、エアフィルタ（40）が所定位置から右
方向に移動する。エアフィルタ（40）が移動すると、エアフィルタ（40）のダンパ用突片
（43）が供給側ダクト（71）のフィルタ作用部（81a）に接触する。そうすると、図１１
（ｄ）に示すように、供給側ダクト（71）の開閉用レバー（81）が回動して、ダンパ（72
）の開閉蓋（72a）が開く。なお、このとき駆動モータ（56）は停止している。
【０１１０】
　上記ダンパ（72）が開くと、室内ファン（39）から吹き出した空気の一部が供給側ダク
ト（71）に流入して、塵埃貯留容器（60）内へ供給される。塵埃貯留容器（60）内へ流れ
込んだ空気は、塵埃と共に排出側ダクト（74）へ流れてケーシング本体（26）外の塵埃捕
集箱（90）内に排出される。このとき、上記塵埃捕集箱（90）内には、塵埃のみが貯留し
て、室内ファン（38）の吹出空気は該塵埃捕集箱（90）に形成された排出口（90b）から
天井裏へ排出される。その際、塵埃貯留容器（60）とガイド部材（57）との間がシールさ
れているため、塵埃貯留容器（60）に供給された空気がブラシ用開口（62）から流出する
ことはない。この排出動作が所定時間行われると、駆動モータ（56）が再び駆動されて、
エアフィルタ（40）が所定位置に戻される。これにより、エアフィルタ（40）のダンパ用
突片（43）が開閉レバー（81）のフィルタ作用部（81a）から離隔し、ダンパ（72）が閉
じられる。以上により、フィルタ清掃運転が終了する。
【０１１１】
　なお、上述のフィルタ清掃運転時において、駆動モータ（56）の逆回転駆動や発停のタ
イミングは、駆動モータ（56）の回転した数に応じて計るようにしてもよい。また、所定
の箇所にリミットスイッチを配置すると共に、それに対応するストライカーをエアフィル
タ（40）に設けることで、駆動モータ（56）の発停等のタイミングを計るようにしてもよ
い。
【０１１２】
　また、上記フィルタ清掃運転において、毎回、塵埃搬送動作を行う必要はない。例えば
、フィルタ清掃運転時に塵埃貯留容器（60）の塵埃の貯留量が所定量を超えると検知する
貯留量検知手段を設け、該検知手段が検知したときだけ、塵埃搬送動作を行うようにして
もよい。
【０１１３】
　－実施形態１の効果－
　以上より、この実施形態では、エアフィルタ（40）から除去された後にケーシング本体
（26）外へ排出された塵埃を貯留するための塵埃捕集箱（90）を、平面視で天井板（1）
の開口（1a）よりも外方にはみ出すように設けたため、該天井板（1）の開口（1a）やケ
ーシング（34）の大きさによって制約を受けることなく、塵埃捕集箱（90）の容量を大き
くすることが可能になる。これにより、上記塵埃捕集箱（90）内に多量の塵埃を貯留でき
るようになり、該塵埃捕集箱（90）内から塵埃を捕集する頻度を少なくすることができる
。したがって、塵埃の回収作業の作業効率の向上を図れる。
【０１１４】
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　また、上記塵埃捕集箱（90）をケーシング本体（26）の側面に取り付けることで、該塵
埃捕集箱（90）だけを天井内に設置する場合に比べて支持部材などの部品が不要になると
ともに、天井裏内の天井面や側面などへの取り付け工事が不要になるため、設置作業を軽
減することができる。特に、磁石（96）によって上記塵埃捕集箱（90）をケーシング本体
（26）の側面に取り付けることで、該側面に多少の凹凸がある場合でも塵埃捕集箱（90）
を容易且つ確実にケーシング本体（26）の側面に固定することができる。
【０１１５】
　また、上記塵埃捕集箱（90）を室内側から見て化粧パネル（27）の開口部（27a）全体
と重ならないように配置することで、該開口部（27a）を利用して行われるケーシング本
体（26）の保守作業が上記塵埃捕集箱（90）によって阻害されるのを防止しつつ、該開口
部（27a）から上記塵埃捕集箱（90）へアクセスして塵埃回収作業を行うことが可能とな
る。したがって、ケーシング本体（26）の保守作業時の作業性を確保しつつ、塵埃保守箱
（90）内から塵埃を回収する際の作業性の向上を図ることができる。
【０１１６】
　また、上記塵埃捕集箱（90）の後面に排出側ダクト（74）の接続するダクト用開口（90
a）が設けられている一方、上面には排出口（90b）が設けられているため、該塵埃捕集箱
（90）内に排出された塵埃は、自身の重みで該塵埃捕集箱（90）内に堆積し、上記排出口
（90b）から空気のみが天井裏に排出される。すなわち、上記排出口（90b）は、上記ダク
ト用開口（90a）よりも上方に位置しているため、該ダクト用開口（90a）から上記塵埃捕
集箱（90）内に排出された塵埃は、該排出口（90b）から天井裏へ排出されることなく該
塵埃捕集箱（90）内に貯留される。これにより、上記塵埃捕集箱（90）内に塵埃を効率良
く貯留することができる。
【０１１７】
　さらに、上記排出口（90b）は、上記ダクト用開口（90a）よりも開口面積が大きくなる
ように形成されているため、該排出口（90b）の通気抵抗を小さくすることができ、塵埃
貯留箱（90）内を空気がスムーズに通り抜けることができる。これにより、上記塵埃貯留
箱（90）内で塵埃を巻き上げるような風の流れが生じるのを防止でき、該塵埃貯留箱（90
）内に塵埃をより効率良く貯留することができる。
【０１１８】
　また、上記ダクト用開口（90a）に接続される排出側ダクト（74）は、フレキシブルダ
クトによって構成されているため、振動等によって上記ケーシング本体（26）と塵埃捕集
箱（90）との間に相対変位が生じた場合でも、両者の接続状態を維持することができ、外
ケーシング本体（26）から塵埃捕集箱（90）に塵埃を確実に搬送することができる。
【０１１９】
　また、上記排出口（90b）には網部材（92）が設けられているため、該排出口（90b）か
ら塵埃捕集箱（90）内に虫やゴミが進入するのを確実に防止することができ、該塵埃捕集
箱（90）内に塵埃のみを効率良く貯留することができる。
【０１２０】
　さらに、上記塵埃捕集箱（90）の側面下部には、回収口（91）が形成されているため、
上記開口部（27a）及び回収口（91）を介して室内側から掃除機等を上記塵埃捕集箱（90
）内に挿入することで、該塵埃捕集箱（90）内の塵埃を回収することができる。よって、
塵埃捕集箱（90）内から塵埃を回収する際も、天井裏で作業することなく、室内側から回
収作業を行うことができ、作業効率の向上を図れる。
【０１２１】
　《実施形態２》
　次に、本発明の実施形態２について図１３に基づいて説明する。なお、本実施形態は、
図１３に示すように、塵埃捕集箱が室内ユニット（13）のケーシング本体（26）の側面に
取り付けられるのではなく、天井裏の天井面に支持されている点が上記実施形態１と異な
るだけなので、同じ部分には同じ符号を付し、異なる部分について以下で説明する。
【０１２２】
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　すなわち、本実施形態に係る塵埃捕集箱（100）は、天井裏の天井面に一端側を固定さ
れた複数の支持部材（101,101,…）の他端側に連結固定されていて、該支持部材（101,10
1,…）を介して天井裏の天井面に吊り支持されている。上記塵埃捕集箱（100）には、平
面視で互いに対向する位置にダクト用開口（100a）及び排出口（100b）が形成されている
。この排出口（100b）は、上記ダクト用開口（100a）よりも上方に設けられている。そし
て、上記ダクト用開口（100a）には、上記実施形態１と同様、室内ユニット（13）のケー
シング本体（26）から延びる排出側ダクト（74）の他端側が接続されている。なお、この
排出側ダクト（74）は、フレキシブルダクトであり、上記排出口（100b）には、上記実施
形態１と同様、網部材が設けられている。
【０１２３】
　また、上記塵埃捕集箱（100）には、その側面下部に、塵埃を回収するための回収口（1
00c）が設けられている。この回収口（100c）には、例えば扉（102）が設けられていて、
塵埃を回収する場合にのみ塵埃捕集箱（100）内にアクセスできるようになっている。こ
こで、上記図１３中の符号103は、上記実施形態１と同様、塵埃捕集箱（100）内の塵埃量
を容易に確認できるようにガラスやアクリル板などの透明な部材によって構成された覗き
窓である。
【０１２４】
　なお、この実施形態では、上記排出口（100b）は、上記塵埃捕集箱（100）の側面に形
成しているが、この限りではなく、上面に形成してもよい。このように上面に形成するこ
とで、上記実施形態１の場合と同様、塵埃が空気の流れとともに排出口から天井裏内に排
出されるのをより確実に防止することができる。
【０１２５】
　－実施形態２の効果－
　以上より、この実施形態によれば、エアフィルタ（40）から除去した塵埃を溜めるため
の塵埃捕集箱（100）を天井裏の天井面から複数の支持部材（101,101,…）によって吊り
支持することで、該塵埃捕集箱（100）のさらなる大型化が可能になり、塵埃の回収の頻
度をできる限り低減することができる。しかも、上記塵埃捕集箱（100）をケーシング本
体（26）とは別に吊り支持するため、ケーシング本体（26）に塵埃捕集箱を取り付ける場
合に必要となる室内ケーシング（34）の強度向上が不要になる。
【０１２６】
　また、上述のように、上記塵埃捕集箱（100）とケーシング本体（26）との間をフレキ
シブルダクトである排出側ダクト（74）で接続することにより、両者間に振動や相対的な
変位等が生じた場合でも、ダクトが破損したり接続部分が外れたりするのを防止すること
ができ、上記ケーシング本体（26）から塵埃捕集箱（100）へ塵埃を確実に排出すること
ができる。
【０１２７】
　さらに、上記塵埃捕集箱（100）の平面視で互いに対向する位置に、ダクト用開口（100
a）及び排出口（100b）を設けることで、該ダクト開口（100a）から塵埃捕集箱（100）内
に流入する空気の流れを阻害することなく、該塵埃捕集箱（100）内をスムーズに流すこ
とができる。これにより、上記塵埃捕集箱（100）内で塵埃が舞い上がるような空気の流
れが生じるのをより確実に防止することができる。
【０１２８】
　－実施形態２の変形例１－
　この変形例１は、図１４に示すように、上記実施形態においてケーシング本体（26）を
吊り支持する支持部材（111,1111,…）（ケーシング支持部材）によって塵埃捕集箱（100
）も一緒に吊り支持するようにしたものである。
【０１２９】
　具体的には、上記塵埃捕集箱（100）は、天井裏の天井面から吊り支持されるケーシン
グ本体（26）の側方に配置されていて、該ケーシング本体（26）を支持する支持部材（11
1,111,…）に対して接続固定されている。例えば、上記図１４の例では、上記塵埃捕集箱
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（100）は、１本の支持部材（111）に対して上下２箇所で接続固定されている。
【０１３０】
　この構成により、上記塵埃捕集箱（100）の支持部材とケーシング本体（26,26）の支持
部材とを共通化させることができるため、部品数を削減することができるとともに、支持
部材を天井裏に取り付ける際の作業を軽減することができる。
【０１３１】
　－実施形態２の変形例２－
　この変形例２は、図１５に示すように、上記実施形態において一つの塵埃捕集箱（100
）に対して、複数（図１５の例では２つ）のケーシング本体（26）を接続したものである
。
【０１３２】
　具体的には、上記塵埃捕集箱（100）は、互いに対向する面にダクト用開口（100a,100a
）が形成されていて、それぞれのダクト用開口（100a,100a）に一端側でケーシング本体
（26,26）に接続された排出側ダクト（74,74）の他端側が接続されている。なお、上記塵
埃捕集箱（100）は、その上面に排出口（100b）が形成されている。
【０１３３】
　このように、一つの塵埃捕集箱（100）に複数のケーシング本体（26）から延びる排出
側ダクト（74,74）を接続することで、室内ユニット（13）毎に塵埃捕集箱（100）を設け
る必要がなくなり、システム全体のコスト低減及びコンパクト化を図れる。
【０１３４】
　なお、上記図１５では、一つの塵埃捕集箱（100）に、２つのケーシング本体（26,26）
から延びる排出側ダクト（74,74）を接続するようにしたが、この限りではなく、例えば
３つ以上のケーシングを一つの塵埃捕集箱（100）に接続するようにしてもよい。
【０１３５】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態は、以下のように構成してもよい。
【０１３６】
　例えば、上記各実施形態では、室内ユニット（13）のケーシング本体（26）もしくは天
井裏の天井面に塵埃捕集箱（90,100）を固定するようにしているが、この限りではなく、
天井裏の床面上に設置するようにしてもよい。
【０１３７】
　また、上記各実施形態では、塵埃捕集箱（90,100）を金属製の部材としているが、この
限りではなく、重量低減のために、樹脂材料や紙、または木材によって形成してもよい。
さらに、上記塵埃捕集箱（90,100）は、直方体状としているが、この限りではなく、例え
ば円筒状であってもよい。
【０１３８】
　また、上記各実施形態では、エアフィルタ（40）の移動に応じて、塵埃貯留容器（60）
やダンパ（72）を駆動させ、該エアフィルタ（40）から回転ブラシ（51）によって除去し
た塵埃を室内ファン（39）の吹出空気でケーシング本体（26）外へ排出するようにしてい
るが、この限りではなく、上記エアフィルタ（40）に捕捉された塵埃を除去し、その塵埃
をケーシング本体（26）外へ排出する構成であればどのような構成であってもよい。
【０１３９】
　また、上記各実施形態では、回転ブラシ（51）で除去した塵埃を塵埃貯留容器（60）に
一旦溜めてから搬送するようにしたが、塵埃貯留容器（60）や供給側ダクト（71）を省略
し、回転ブラシ（51）で除去した塵埃を直接室内ファン（39）の吹出空気によって搬送す
るようにしてもよい。
【０１４０】
　さらに、上記各実施形態では、排出側ダクト（74）の端部を塵埃捕集箱（90,100）及び
ケーシング本体（26）に単に接続するようにしているが、この限りではなく、該端部を着
脱可能な構成にしてもよい。実施形態１の構成を例にして、ダクト（74）端部の着脱可能
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な構成について以下で詳しく説明する。
【０１４１】
　具体的には、図１６及び図１７に示すように、上記塵埃捕集箱（90）と排出側ダクト（
74）との接続部（121）において、該塵埃捕集箱（90）のダクト用開口（90a）に第１接続
部（122）を設ける一方、それに対応する上記排出側ダクト（74）の端部に第２接続部（1
23）を設け、該第１接続部（122）と第２接続部（123）とを係合させる。
【０１４２】
　上記第１接続部（122）は、概略円筒状の部材の外周面上に全周に亘って延びる膨出部
（122a）（突出部）が形成されたもので、この膨出部（122a）に後述する第２接続部（12
3）の係合部（123c）が係合する。なお、上記第１接続部（122）は、その一方の端部が塵
埃捕集箱（90）のダクト用開口（90a）に嵌合されている。
【０１４３】
　上記第２接続部（123）は、上記第１接続部（122）よりも大径である概略円筒状の部材
からなる本体部（123a）を備えていて、その外周面上に爪部（123b）が一体形成されてい
る。この爪部（123b）は、上記排出側ダクト（74）の軸方向外方に向かって延びて上記第
１接続部（122）の膨出部（122a）と係合する円筒状の係合部（123c）と、該係合部（123
c）とは反対方向に延びる突片状のレバー部（123d）と、該係合部（123c）及びレバー部
（123d）をその中間部分で上記本体部（123a）に対して弾性的に接続する弾性変形部（12
3e）と、を備えている。上記レバー部（123d）は、先端側に向かうほど径方向外方に位置
付けられるように形成されている。この構成により、該レバー部（123d）を径方向内方へ
変位させることにより、上記弾性変形部（123e）が変形を生じて、該レバー部（123d）と
は反対方向に延びる上記係合部（123c）を径方向外方へ変位させることができる。一方、
上記レバー部（123d）を元の位置に戻すと、上記弾性変形部（123e）の弾性復元力によっ
て上記係合部（123c）は元の位置に戻る。
【０１４４】
　したがって、上記第２接続部（123）の係合部（123c）を上記第１接続部（122）の膨出
部（122a）に係合させる場合、該係合部（123c）が膨出部（122a）に当接すると、該係合
部（123c）を弾性支持する弾性変形部（123e）が弾性変形を生じて該係合部（123c）を径
方向外方に変位させ、該係合部（123c）と膨出部（122a）との係合を可能にする（図１７
（ｂ）参照）。一方、上記第２接続部（123）を第１接続部（122）から取り外す場合には
、上記レバー部（123d）を径方向内方へ変形させることで、上記係合部（123c）を径方向
外方へ変位させて、該係合部（123c）を上記第１接続部（122）の爪部（122a）から分離
させることができ、これにより、該係合部（123c）と爪部（122a）との係合を解除できる
。
【０１４５】
　このような構成にすることで、上記塵埃捕集箱（90）に対して排出側ダクト（74）を容
易に着脱することができ、室内ユニット（13）や塵埃捕集箱（90）の設置時やメンテナン
ス時等における作業性の向上を図れる。
【０１４６】
　なお、上述のような接続構造を、上記排出側ダクト（74）とケーシング本体（26）との
接続部（125）にも適用してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　　以上説明したように、本発明は、エアフィルタの塵埃除去機能を備えた空気調和装置
の室内ユニットから排出される塵埃を貯留するための塵埃捕集箱として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本発明の実施形態に係る塵埃捕集箱を備えた空気調和装置の構成を示す配管系統
図である。
【図２】室内ユニットを示す図であり、（ａ）は天井裏から視た平面図であり、（ｂ）は
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側面図である。
【図３】ケーシング内の構成を示す縦断面図である。
【図４】図３のIV-IV線断面図である。
【図５】図４のV－V線断面図である。
【図６】化粧パネルを下側から視て示す斜視図である。
【図７】エアフィルタを示す平面図である。
【図８】塵埃貯留容器を後方から視て示す斜視図である。
【図９】塵埃貯留容器の回動機構を示す図であり、（ａ）は非回動時の状態を示し、（ｂ
）は回動時の状態を示す。
【図１０】供給側ダクトのダンパの開閉機構を示す図であり、（ａ）はダンパ閉時の状態
を示し、（ｂ）はダンパ開時の状態を示す。
【図１１】本発明の実施形態に係るフィルタ清掃運転の動作を示す図であり、（ａ）は通
常運転時の状態を、（ｂ）はフィルタ巻取り時の状態を、（ｃ）はフィルタ巻戻し時の状
態を、（ｄ）は塵埃排出時の状態をそれぞれ示す。
【図１２】塵埃捕集箱の取付構造の概略構成を示す斜視図である。
【図１３】実施形態２に係る塵埃捕集箱の天井裏での設置状態を示す図である。
【図１４】実施形態２の変形例１に係る塵埃捕集箱の図１２相当図である。
【図１５】実施形態２の変形例２に係る塵埃捕集箱の図１２相当図である。
【図１６】その他の実施形態に係る空気調和装置の図２（ａ）相当図である。
【図１７】排出側ダクトとの接続部の概略構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１４９】
　　 1　　　天井板
　　 1a 　　開口
　　10　　　空気調和装置
　　13　　　室内ユニット
　　26　　　ケーシング本体（ケーシング）
　　27　　　化粧パネル（室内側パネル）
　　27a　　 開口部（保守点検用の孔部）
　　27b　　 カバー
　　34　　　ケーシング
　　39　　　室内ファン
　　40　　　エアフィルタ
　　50　　　塵埃除去手段
　　51　　　回転ブラシ
　　60　　　塵埃貯留容器
　　70　　　塵埃搬送手段
　　71　　　供給側ダクト
　　72　　　ダンパ
　　74　　　排出側ダクト（フレキシブルダクト）
　　76　　　搬送通路
　　90,100　　　塵埃捕集箱
　　90a,100a　　ダクト用開口（取込口）
　　90b,100b　　排出口
　　91　　 回収口（塵埃回収用の孔部）
　　92　　　網部材
　　93,103　　　覗き窓（透明な部材）
　　96　　　磁石
　 100c　　 回収口（取出口）
　 101　　　支持部材
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　 102　　　扉
　 111　　　支持部材（ケーシング支持部材）
　 121　　　接続部
　 122a 　　膨出部（突出部）
　 123b 　　爪部

【図１】 【図２】
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